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１，議事日程  

日 程 １． 会議録署名議員の指名  

日 程 ２． 会期の決定について  

日 程 ３． 議案第３３号  斑鳩町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部

を改正する条例について 
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いて 
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について  

日 程 ８． 議案第３８号  令和元年度斑鳩町介護保険事業特別会計補正予

算（第１号）について  

日 程 ９． 議案第３９号   令和元年度斑鳩町水道事業会計補正予算（第１

号）について  

日 程１０．  議案第４０号  令和元年度斑鳩町下水道事業会計補正予算（第

１号）について  

日 程１１．  選挙第  １号  斑鳩町選挙管理委員会の委員及び同補充員の選  

挙について  

日 程１２． 承認第  ４号  町長専決処分について承認を求めることについ                

て（令和元年度斑鳩町国民健康保険事業特別会                

計補正予算（第１号）について）  

日 程１３．  報告第  ４号  議会の委任による町長専決処分の報告について

（令和元年度斑鳩町一般会計補正予算（第２
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日 程１４． 報告第  ５号  平成３０年度斑鳩町一般会計繰越明許費繰越計  

算書の報告について  

日 程１５． 承認第  ６号  平成３０年度斑鳩町下水道事業会計予算繰越計
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算書の報告について  

日 程１６． 報告第 ７号  平成３０年度斑鳩町文化振興財団事業報告につ  

いて 

追加日程１．  陳情第  １号  交差点への信号等の早期設置を求める要望書  
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（午前９時５０分 開会） 

○議長（坂口徹君） おはようございます。  

ただいまの出席議員は１３名で、全員出席であります。  

これより、令和元年第４回斑鳩町議会定例会を開会いたします。  

ただいまから、本日の会議を開きます。  

初めに、町長より議会招集のあいさつをお受けいたします。  

中西町長。  

○町長（中西和夫君） おはようございます。令和元年第４回斑鳩町議会定例会を招集い

たしましたところ、議員皆様には、公私何かとお忙しい中、お繰り合わせの上ご出席を

賜り、厚くお礼を申しあげます。  

  平素は、町政諸般にわたり、格別のご支援とご協力を賜り、心から感謝を申しあげま

す。今年度も、既に２か月が経過したところでありますが、「新しい斑鳩の創造」の具

体化に向けて編成した令和元年度予算につきましては、事務事業も順調に進捗しており、

職員ともども本年度事業の早期実施に向け、積極的に取り組んでいるところでございま

す。また、先日の報道では、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の

発表で、来年の東京オリンピックの聖火リレーのコースに本町が含まれているというこ

とが判明いたしました。国の内外から注目を集めることとなりますことから、これを契

機として、本町の魅力を発信してまいりたいと考えているところでございます。  

  さて、本定例会では、斑鳩町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例

についてなど、１４議案を提出させていただいております。いずれの議案につきまして

も温かいご審議を賜りまして、原案どおりご承認いただきますようお願いを申しあげま

す。なお、提出議案の説明につきましては、後刻とさせて頂くこととし、簡卖ではござ

いますが、招集のあいさつとさせていただきます。どうもありがとうございました。  

○議長（坂口徹君） ただいまから、議事に入ります。  

本定例会の議事日程は、お手元に配布しております議事日程表のとおりでございます。 

よって、これに従い議事を進めてまいります。  

まず、日程１．会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第１２

７条の規定により議長において指名いたします。  

本定例会の会議録署名議員には、８番、井上議員、９番、横田議員を指名いたします。  

両議員には会期中よろしくお願いいたします。  

続きまして、日程２．会期の決定についてを議題といたします。  
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お諮りいたします。  

本定例会の会期を本日から本月２０日までの１８日間と定めることについて、これに

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（坂口徹君） 異議なしと認めます。よって本定例会の会期は、本日から本月２０

日までの１８日間と決定いたしました。  

続きまして、お手元に配布しております議事日程表の日程３．議案第３３号 斑鳩町

災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例についてから、日程１６．報告

第７号 平成３０年度斑鳩町文化振興財団事業報告についてまで、以上１４議案を一括

上程いたします。  

町長から、本定例会に付議されました１４議案について、総括提案説明を求めます。  

中西町長。  

○町長（中西和夫君） それでは、本定例会に付議いたしました議案につきまして、その

概要を説明させていただきます。  

はじめに、議案第３３号 斑鳩町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する

条例についてであります。災害弔慰金の支給等に関する法律が改正され、国で定められ

た災害援護資金の貸付要件等について、市町村へ権限移譲されたことに伴い、所要の改

正を行うものであります。  

次に、議案第３４号 斑鳩町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する

条例の一部を改正する条例についてであります。放課後児童健全育成事業の設備及び運

営に関する基準が改正され、平成３１年４月１日から施行されたことに伴い、資格要件

における研修の実施主体として指定都市の長を追加するため、所要の改正を行うもので

あります。  

次に、議案第３５号 斑鳩町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の

一部を改正する条例についてであります。家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準が改正され、平成３１年４月１日から施行されたことに伴い、家庭的保育事業者等に

よる卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保条件について所要の改正を行うもので

あります。  

次に、議案第３６号 斑鳩町介護保険条例の一部を改正する条例についてであります。

低所得の高齢者に係る介護保険の第１号保険料の軽減を強化することを目的とした介護

保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令が改正され、令和元年度
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の介護保険料から適用されることとなったことに伴い、本町における保険料率について

所要の改正を行うものであります。  

次に、議案第３７号 令和元年度斑鳩町一般会計補正予算（第３号）についてであり

ます。歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２，４２０万２千円を追加し、歳入歳

出それぞれ８９億７，４２５万１千円とするものであります。はじめに、歳入予算の補

正についてであります。第１５款  国庫支出金では、第１項 国庫負担金で、低所得の

高齢者に係る介護保険の第１号保険料の軽減強化を行うため介護保険事業特別会計への

繰出金に対して、負担金が交付されることから５３７万４千円の増額補正をお願いする

ものであります。第２項 国庫補助金では、本年１０月から実施予定の幼児教育・保育

の無償化に伴う制度改正に対応するための事務費に対して、補助金が交付されることか

ら、子ども・子育て支援事業費補助金１，３０８万円の増額補正と、同じく１０月から

実施予定の就学前の障害児に対する発達支援の無償化や消費税改定に伴う障害者自立支

援給付費の報酬改定等に対応するため障害者支援システムの改修費に対して補助金が交

付されることから、地域生活支援事業費補助金５６万１千円の増額補正をお願いするも

のであります。次に、第１６款  県支出金では、第１項 県負担金で、国庫負担金と同

様の理由により２６８万７千円の増額補正をお願いするものであります。次に、第２１

款 諸収入では、第５項 雑入で、自治会から申請のあったコミュニティ活動事業が、

自治総合センターコミュニティ助成事業の助成対象として決定されたことから、２５０

万円の増額補正をお願いするものであります。  

続きまして、歳出予算の補正についてであります。第２款  総務費では、第１項  総

務管理費で、歳入で申しあげました自治会に対する自治総合センターコミュニティ助成

金２５０万円の増額補正と、職員の退職に伴う職員退職手当負担金５５８万５千円の増

額補正をお願いするものであります。次に、第３款  民生費では、第１項  社会福祉費

で、歳入で申しあげました障害者支援システムの改修に伴う委託料７９万２千円の増額

補正と、低所得者の高齢者に係る介護保険の第１号保険料の軽減強化を行うため介護保

険事業特別会計への繰出金１，０７４万８千円の増額補正をお願いするものであります。

第２項 児童福祉費では、歳入で申しあげました幼児教育・保育の無償化に伴う制度改

正に対応するための費用として１，３０８万円の増額補正をお願いするものであります。

次に、第４款  衛生費では、第１項  保健衛生費で、火葬場における高圧ケーブルの経

年劣化に伴う修繕料として１５０万円の増額補正をお願いするものであります。第２項 

清掃費では、最終処分場のごみ積替え施設における受入コンベアの駆動チェーンの経年
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劣化に伴う修繕料として２３９万円の増額補正をお願いするものであります。最後に、

第１２款 予備費では、今回の補正に要する財源として１，２３９万３千円を充当させ

ていただく補正をお願いするものであります。  

次に、議案第３８号 令和元年度斑鳩町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）に

ついてであります。歳入歳出予算の総額を補正することなく、歳入予算の款項のみを補

正するものであります。その内容といたしましては、介護保険料の所得段階が第１段階

から第３段階に該当する者の保険料軽減分に係る介護保険料の減額補正とその公費の繰

入れをお願いするものであります。  

次に、議案第３９号 令和元年度斑鳩町水道事業会計補正予算（第１号）についてで

あります。公共下水道工事の法隆寺北１丁目地内の第１５処理分区１８工区－１工事及

び神单４丁目地内の第１１処理分区８工区－６工事に伴う配水管移設工事について、２

か年整備事業として取り組むことから、継続費の追加補正をお願いするものであります。  

次に、議案第４０号 令和元年度斑鳩町下水道事業会計補正予算（第１号）について

であります。公共下水道工事の法隆寺北１丁目地内の第１５処理分区１８工区－１工事

について、２か年整備事業として取り組むことから、継続費の追加補正を、また、神单

４丁目地内の第１１処理分区８工区－６工事について、継続費の額の補正をお願いする

ものであります。  

次に、選挙第１号  斑鳩町選挙管理委員会の委員及び同補充員の選挙についてであり

ます。現在の委員及び同補充員の任期が本年７月１７日をもって満了することから、地

方自治法第１８２条第１項の規定により、議会にその選挙をお願いするものであります。  

次に、承認第４号  町長専決処分について承認を求めることについて（令和元年度斑

鳩町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）について）であります。平成３０年

度本特別会計において、医療費等に要した費用に対して歳入が不足したため、地方自治

法施行令第１６６条の２の規定により、令和元年度の歳入を繰り上げてこれに充てる必

要が生じました。このため、歳入歳出予算の総額にそれぞれ２億４，４００万円を追加

し、歳入歳出それぞれ３３億４，５６０万円とする補正予算について、地方自治法第１

７９条第１項の規定により、令和元年５月２７日付けで専決処分させていただいたもの

であり、同法同条第３項の規定により議会に報告し、承認を求めるものであります。  

次に、報告第４号  議会の委任による町長専決処分の報告について（令和元年度斑鳩

町一般会計補正予算（第２号）について）であります。歳入歳出予算の総額に、歳入歳

出それぞれ５６万４千円を追加し、歳入歳出それぞれ８９億５，００４万９千円とする
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補正予算について、地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会の議決により指定

された事項について、令和元年５月２１日付で専決処分させていただいたものであり、

同法同条第２項の規定により議会に報告するものであります。その内容は、消防団員の

退職に伴う消防団員退職報償金の受け入れ及び支給に要する費用となります。  

次に、報告第５号  平成３０年度斑鳩町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につい

てであります。平成３０年度予算において、繰越明許費の議決をいただきましたホーム

ページ更新システム元号改元対応改修事業のほか８事業について、繰越明許費に係る歳

出予算の経費を令和元年度予算に繰り越したことから、その報告を行うものであります。  

次に、報告第６号  平成３０年度斑鳩町下水道事業会計予算繰越計算書の報告につい

てであります。阿波３丁目地内の第１４処理分区２１工区－１工事について、予算の繰

越を行ったことから、その報告を行うものであります。  

次に、報告第７号  平成３０年度斑鳩町文化振興財団事業報告についてであります。

平成３０年度において、公益財団法人斑鳩町文化振興財団が実施した公演・文化講座事

業は１５事業であり、これら事業を含めた公益目的事業の実施に要した事業費は１億１，

３２０万４，４８４円となっております。また、収益事業等に要しました事業費では１，

９６５万３４９円となっております。  

以上をもちまして、提案をいたしましたそれぞれの議案につきましての概要説明とさ

せていただきますが、いずれの議案につきましても温かいご審議を賜りまして、原案ど

おり議決賜りますようお願いを申しあげます。ご清聴ありがとうございました。  

○議長（坂口徹君） ここでお諮りいたします。  

  本日提出されています議案について、ただ今、町長から総括提案説明を受けましたの

で、日程３．議案第３３号から日程１０．議案第４０号までの８議案については、会議

規則第３９条第３項の規定により、提案説明を省略することに、ご異議ございませんか。  

  （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（坂口徹君） 異議なしと認めます。  

よって、これより議事日程に従い議事を進めてまいります。  

日程３．議案第３３号  斑鳩町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条

例についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（坂口徹君） これをもって、議案第３３号に関する総括質疑を終結いたします。

ただ今、議題となっています議案第３３号は、厚生常任委員会に付託いたします。  
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続いて、日程４．議案第３４号 斑鳩町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基

準に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とし、総括質疑をお受けいたしま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（坂口徹君） これをもって、議案第３４号に関する総括質疑を終結いたします。

ただ今、議題となっています議案第３４号は、総務常任委員会に付託いたします。  

続いて、日程５．議案第３５号 斑鳩町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関

する条例の一部を改正する条例についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。  

１２番、木澤議員。  

○１２番（木澤正男君） 今回ですね、家庭的保育事業等の卒業後の受け皿の提供を行う

連携施設の確保条件の緩和ということで、条例改正がでてきたんですけども、これ、町

内の対象事業所っていうのはあるんでしょうか。  

○議長（坂口徹君） 加藤住民生活部長。  

○住民生活部長（加藤惠三君）  町内の対象事業所ということで、現時点ではございませ

ん。一点、小規模保育所というのがございますけれども、そちらにつきましては、すで

に受け皿がございますので、今回の条例改正に伴う対象ということではございませんの

でよろしくお願いします。  

○議長（坂口徹君） １２番、木澤議員。  

○１２番（木澤正男君） 小規模保育所が１か所あるということですけども、それについ

ては受け皿の方は確保できているということですね。この条例改正するにあたって今後

ですね、そうした対象事業所が出てきたときの対応ということになるんですけども、私

ちょっと気になったのは、今回確保条件が緩和されるということで、これ確保できなか

った場合に、対象事業所っていうのは、卒業後の受け皿がないとなったときには、運営

ができないということになってるんでしょうか、今。  

○議長（坂口徹君） 加藤住民生活部長。  

○住民生活部長（加藤惠三君）  今現時点の、これ国の基準の方で定められているわけで

すけれども、この改正前の状態の受け皿というのは保育園、幼稚園、認定こども園とい

うことに限定をされておったというところです。今回こういった形で連携施設の条件の

緩和がなされているということですので、この厚生省の定める基準に基づき条例を定め

るということになっておりますので、そういったことが、基準を満たさないということ

になれば、運営の方は当然できないということになります。  
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○議長（坂口徹君） １２番、木澤議員。  

○１２番（木澤正男君） 今でも特に０歳から２歳の乳児については、ここではそういう

現象は起こってませんけど、特に都市部の方でですね、受け入れ先がないといって困っ

ておられるという状況をお聞きしますし、さらにその卒業後の受け皿がないと運営もで

きないということであれば、受け皿がなくてもまずそこに入れるようにという、その趣

旨とさらに今回改正については、企業型の保育所とまた認可外の保育施設で自治体が支

援をしているところというふうになっていますが、ちょっとこの気になったのが、認可

外保育所、施設ですね、こちらについては認めることによって安全基準の後退につなが

るんじゃないかなというふうに心配はしているんですけども、そこについては町はどう

いうふうに考えておられるでしょうか。  

○議長（坂口徹君） 加藤住民生活部長。  

○住民生活部長（加藤惠三君）  今、おっしゃられました認可外保育施設の関係が、たと

えば無条件にこの受け皿になるということではございません。今、おっしゃいました企

業主導型保育園とあと今おっしゃった認可外保育園があるんですけれども、それについ

て、町長が適当と認める事業者というのがそのあとについておりますので、そちらの方

で町としては一定基準を満たす必要があるというふうに現時点でも考えておりますので、

今、おっしゃっている心配については特に現行の保育水準が下がるというふうになると

いうふうには考えておりませんのでお願いします。  

○議長（坂口徹君） １２番、木澤議員。  

○１２番（木澤正男君） 趣旨についてはわからないでもないので、別に特に反対等では

ないんですけども、町長が認める場合ということでですね、町長もその時々でまたいず

れは変わらはるときが来ると思いますので、やはりですね、そういう対象施設が出てき

たときに、受け皿的にどうなんだということを早い段階で把握していただいて、やっぱ

り議会に相談いただきたいなというふうに思ってるんです。それは可能ですかね。  

○議長（坂口徹君） 加藤住民生活部長。  

○住民生活部長（加藤惠三君）  この関係につきましてはね、町が必ず関与していくこと

になりますので、そういった過程において、今おっしゃっていただいている議会等につ

いてもご相談の方はまた改めてさせていただくというふうに考えております。  

○議長（坂口徹君） １２番、木澤議員。  

○１２番（木澤正男君） 今すぐに対象施設はないんですけども、今後やっぱり発生して

くるという点で、そうした心配がありましたんで、今、理事者の方からきちっと報告、
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相談いただけるということを確認しましたんで、以上で終わっておきます。  

○議長（坂口徹君） これをもって、議案第３５号に関する総括質疑を終結いたします。

ただ今、議題となっています議案第３５号は、厚生常任委員会に付託いたします。  

続いて、日程６．議案第３６号 斑鳩町介護保険条例の一部を改正する条例について

を議題とし、総括質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（坂口徹君） これをもって、議案第３６号に関する総括質疑を終結いたします。  

ただ今、議題となっております議案第３６号は、厚生常任委員会に付託いたします。  

続いて、日程７．議案第３７号 令和元年度斑鳩町一般会計補正予算（第３号）につ

いてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（坂口徹君） これをもって、議案第３７号に関する総括質疑を終結いたします。

ただ今、議題となっています議案第３７号は、総務常任委員会に付託いたします。  

続いて、日程８．議案第３８号 令和元年度斑鳩町介護保険事業特別会計補正予算

（第１号）についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（坂口徹君） これをもって、議案第３８号に関する総括質疑を終結いたします。

ただ今、議題となっています議案第３８号は、厚生常任委員会に付託いたします。  

続いて、日程９．議案第３９号 令和元年度斑鳩町水道事業会計補正予算（第１号）

についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（坂口徹君） これをもって、議案第３９号に関する総括質疑を終結いたします。

ただ今、議題となっています議案第３９号は、建設水道常任委員会に付託いたします。  

 続いて、日程１０．議案第４０号  令和元年度斑鳩町下水道事業会計補正予算（第１

号）についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（坂口徹君） これをもって、議案第４０号に関する総括質疑を終結いたします。

ただ今、議題となっています議案第４０号は、建設水道常任委員会に付託いたします。  

  続いて、日程１１．選挙第１号  斑鳩町選挙管理委員会の委員及び同補充員の選挙に

ついてを議題とし、これより選挙を行います。  

  選挙の方法は、投票による選挙と指名推選による選挙があります。  
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  お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によ

り指名推選としたいと思いますが、これにご異議ございませんか。  

  （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

 ○議長（坂口徹君）  異議なしと認めます。 

  よって選挙の方法は、指名推選によることに決定いたしました。  

  お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名資格当選人を決定する

ことにしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。  

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（坂口徹君） 異議なしと認めます。  

よって議長において指名いたします。  

 選挙管理委員会の委員には、浅部京子氏、吉田憲子氏、今邨鐵雄氏、松下靖氏、以上

の４名を指名いたします。  

  続いて、選挙管理委員会委員の補充員の指名を行います。第１位  浅井真氏、第２位  

鈴木さよ子氏、第３位   宮﨑莊平氏、以上の４名を指名いたし

ます。 

  お諮りいたします。 

ただいま指名いたしました４名の方を選挙管理委員会の補充員の当選人として、かつ、

指名した順位によることに決定したいと思いますが、ご異議ございませんか。  

  （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（坂口徹君） 異議なしと認めます。  

よって、選挙管理委員会委員の補充員には、第１位  浅井真氏、第２位 鈴木さよ子

氏、第３位  宮﨑莊平氏に決定いたしました。  

続いて、日程１２．承認第４号 町長専決処分について承認を求めることについて

（令和元年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）について）を議題と

いたします。  

  お諮りいたします。本案については、会議規則第３９条第３項の規定により委員会付

託を省略することにご異議ございませんか。  

  （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（坂口徹君） 異議なしと認めます。  

よって承認第４号については、委員会付託を省略いたします。  

理事者の提案説明を求めます。  
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加藤住民生活部長。  

○住民生活部長（加藤惠三君）  それでは、承認第４号 町長専決処分について承認を求

めることについて（令和元年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて）につきまして、ご説明を申しあげます。  

  はじめに議案書を朗読をさせていただきます。  

承認第４号  

町長専決処分について承認を求めることについて  

（令和元年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）について）  

  標記について、地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和元年度斑鳩町国民健

康保険事業特別会計補正予算（第１号）を別紙のとおり専決処分したので、同条第３項

の規定により報告し、議会の承認を求めます。  

令和元年６月３日  提出 

斑鳩町長 中 西 和 夫 

  続きまして、２枚目の専決処分書を朗読をさせていただきます。  

  斑専第６号  

専 決 処 分 書 

令和元年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）ついて  

標記について、地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分す

る。 

  令和元年５月２７日 

斑鳩町長 中 西 和 夫 

本補正予算の内容につきましては、平成３０年度の本特別会計において、医療等にか

かる費用に対し、歳入が不足したため、地方自治法施行令第１６６条の２の規定により、

令和元年度の歳入を繰り上げて、これに充てるものでございます。  

それでは、補正予算書の予算に関する説明書によりご説明をさせていただきます。補

正予算書の５ページをお開きいただけますでしょうか。  

はじめに歳入でございます。第６款  諸収入、第２項 雑入、第７目 歳入欠かん補

填収入で２億４，４００万円の増額をいたしたものでございます。  

続きまして、歳出でございます。６ページをお願いをいたします。第１１款 前年度

繰上充用金、第１項 前年度繰上充用金、第１目 前年度繰上充用金で２億４，４００

万円の増額をいたしたものでございます。  
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  それでは、１ページにお戻りをいただけますでしょうか。予算総則を朗読をさせてい

ただきます｡ 

令和元年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）  

令和元年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。  

（会計年度の表示） 

第１条 平成３１年度国民健康保険事業特別会計予算の会計年度の表示は、「令和元

年度」とする。  

（歳入歳出予算の補正）  

第２条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２４４，０００千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ３，３４５，６００千円とする。  

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

令和元年５月２７日 専決 

斑鳩町長 中 西 和 夫 

以上で、承認第４号 町長専決処分について承認を求めることについて（令和元年度

斑鳩町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）ついて）につきましてのご説明と

させていただきます。  

何卒温かいご審議を賜りまして、原案どおりご承認いただきますようよろしくお願い

を申しあげます。  

○議長（坂口徹君） 説明が終わりましたので、本案について、質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（坂口徹君） これをもって、承認第４号に関する質疑を終結いたします。  

お諮りいたします。承認第４号については、原案どおり承認することにご異議ござい

ませんか。  

  （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（坂口徹君） 異議なしと認めます。  

よって、承認第４号については、満場一致で承認いたされました。  

  ここでお諮りいたします。  

皆さんのお手元に配布しております追加日程１．陳情第１号 交差点への信号等の早

期設置を求める要望書  ― 小吉田１丁目の町道４０５号線と斑鳩パークウェイが交わる
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交差点 ― についてを日程に追加し、日程の順序を変更し、先に審議することにご異議

ございませんか。  

  （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（坂口徹君） 異議なしと認めます。  

よって、追加日程１．陳情第１号を日程に追加し、日程の順序を変更し、先に審議す

ることに決しました。  

 それでは、追加日程１．陳情第１号、交差点への信号等の早期設置を求める要望書  

― 小吉田１丁目の町道４０５号線と斑鳩パークウェイが交わる交差点  ― についてを

議題といたします。  

ただいま議題となっています陳情第１号は建設水道常任委員会に付託いたします。  

次に、日程１３．報告第４号  議会の委任による町長専決処分の報告について（令和

元年度斑鳩町一般会計補正予算（第２号）について）を議題といたします。  

お諮りいたします。  

本案については、会議規則第３９条第３項の規定により委員会付託を省略することに

ご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（坂口徹君） 異議なしと認めます。  

よって、報告第４号については、委員会付託を省略いたします。  

理事者の報告を求めます。  

。 

 それでは、報告第４号  議会の委任による町長専決処分の報

告について（令和元年度斑鳩町一般会計補正予算（第２号）について）につきまして、

ご説明申しあげます。 

はじめに、議案書を朗読いたします。  

報告第４号  

議会の委任による町長専決処分の報告について 

（令和元年度斑鳩町一般会計補正予算（第２号）について）  

標記について、地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会において指定されて

いる事項について、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告しま

す。 

令和元年６月３日  提出 
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斑鳩町長 中 西 和 夫 

続きまして、２枚目の専決処分書を朗読いたします。  

斑専第５号  

専決処分書  

令和元年度斑鳩町一般会計補正予算（第２号）について  

標記について、地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会の議決により指定さ

れた町長の専決処分事項について、別紙のとおり専決処分する。  

令和元年５月２１日  

斑鳩町長 中 西 和 夫 

それでは、補正予算書の予算に関する説明書に沿いまして、ご説明いたします。恐れ

入りますが、補正予算書の５ページをお願いいたします。  

はじめに、歳入の補正であります。第２１款  諸収入、第５項  雑入では、第５目 

雑入で、消防団員１名が退団されたことから、消防団員退職報償金受入金５６万４千円

について増額補正をさせていただいたものであります。  

続きまして、歳出予算の補正であります。６ページをお願いいたします。第８款  消

防費、第１項  消防費では、第２目 非常備消防費で、消防団員の退団に伴う退職報償

金５６万４千円について増額補正をさせていただいたものであります。  

それでは、１ページにお戻りいただけますでしょうか。  

予算総則を朗読させていただきます。  

令和元年度斑鳩町一般会計補正予算（第２号）  

令和元年度斑鳩町一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。  

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５６４千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を、歳入歳出それぞれ８，９５０，０４９千円とする。  

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

令和元年５月２１日 専決 

斑鳩町長 中 西 和 夫 

以上で、報告第４号 議会の委任による町長専決処分の報告について（令和元年度斑

鳩町一般会計補正予算（第２号）について）の説明とさせていただきます。  

ご理解を賜りまして、ご了承いただきますよう、よろしくお願い申しあげます。 
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○議長（坂口徹君） 報告が終わりましたので、本案について、質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（坂口徹君） これをもって、報告第４号に関する質疑を終結いたします。  

報告第４号 議会の委任による町長専決処分の報告について（令和元年度斑鳩町一般

会計補正予算（第２号）について）を終わります。  

次に、日程１４．報告第５号  平成３０年度斑鳩町一般会計繰越明許費繰越計算書の

報告についてを議題といたします。  

お諮りいたします。  

本案については、会議規則第３９条第３項の規定により委員会付託を省略することに

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（坂口徹君） 異議なしと認めます。  

よって、報告第５号については、委員会付託を省略いたします。  

理事者の報告を求めます。  

  。 

 それでは、報告第５号  平成３０年度斑鳩町一般会計繰越明

許費繰越計算書の報告につきまして、ご説明申しあげます。  

はじめに、議案書を朗読いたします。  

報告第５号  

平成３０年度斑鳩町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について  

標記について、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、別紙のとおり報告

します。  

令和元年６月３日  提出 

斑鳩町長 中 西 和 夫 

本報告につきましては、平成３０年度予算において、繰越明許費の議決をいただいて

いる歳出予算のうち、当年度内で執行できなかった経費を令和元年度予算に繰り越した

ことから、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、その報告を行うものでご

ざいます。 

それでは、次のページの平成３０年度  斑鳩町一般会計繰越明許費繰越計算書により、

ご説明を申しあげます。 

はじめに、第２款  総務費で、元号改元に伴うシステム改修費用として、ホームペー
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ジ更新システム元号改元対応改修事業で、翌年度繰越額は８万７千円、また総合行政シ

ステム等元号改元対応改修事業で、翌年度繰越額は７３３万２，１２０円となっており

ます。 

次に、第３款  民生費では、認知症高齢者グループホームにおける非常用自家発電設

備の整備支援費用として、地域介護・福祉空間整備等補助事業で、翌年度繰越額は７３

７万円、また今年１０月の消費税率の引上げに備えた低所得者及び子育て世帯を対象と

したプレミアム付商品券の発行のための準備費用として、低所得者・子育て世帯プレミ

アム付商品券発行事業で、翌年度繰越額は２０４万４千円となっております。  

次に、第４款  衛生費では、風しんの定期予防接種実施のための、現在３９歳から５

６歳までの男性を対象とした抗体検査に要する費用として、成人風しん予防接種実施事

業で、翌年度繰越額は７８８万円となっております。  

次に、第６款  商工費では、斑鳩ブランド創造協議会運営補助における斑鳩ブランド

マークの商標登録にかかる費用として、斑鳩ブランド創造協議会運営事業で、翌年度繰

越額は２２万５，６００円となっております。  

次に、第７款  土木費では、県とのまちづくり連携協定の基本構想の策定にかかる費

用として、まちづくり連携協定基本構想策定事業で、翌年度繰越額は１９８万８千円と

なっております。  

次に、第９款  教育費では、小・中学校の空調設備整備に要する費用として、小学校

空調設備整備事業で、翌年度繰越額は２億１，３５９万２千円、また、中学校空調設備

整備事業で、翌年度繰越額は１億６，８５６万８千円となっております。  

これら９事業、合計４億９０８万６，７２０円について令和元年度予算に繰り越した

ものであり、その財源内訳は、未収入特定財源の国・県支出金で１億４５５万３千円、

地方債で２億７，２６０万円、一般財源で３，１９３万３，７２０円を計上しておりま

す。 

以上で、報告第５号 平成３０年度斑鳩町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につ

きましてのご報告とさせていただきます。 

ご理解を賜りまして、ご了承いただきますよう、よろしくお願い申しあげます。 

○議長（坂口徹君） 報告が終わりましたので、本案について、質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（坂口徹君） これをもって、報告第５号に関する質疑を終結いたします。  

報告第５号 平成３０年度斑鳩町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてを終
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わります。  

続いて、日程１５．報告第６号 平成３０年度斑鳩町下水道事業会計予算繰越計算書

の報告についてを議題といたします。  

お諮りいたします。本案については、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会

付託を省略することにご異議ございませんか。  

 （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（坂口徹君） 異議なしと認めます。よって、報告第６号については、委員会付託

を省略いたします。  

  理事者の報告を求めます。  

植村都市建設部長。  

○都市建設部長（植村俊彦君）  それでは、報告第６号 平成３０年度斑鳩町下水道事業

会計予算繰越計算書の報告についてをご説明を申しあげます。  

はじめに、議案書を朗読いたします。 

報告第６号  

平成３０年度斑鳩町下水道事業会計予算繰越計算書の報告について  

標記について、地方公営企業法第２６条第３項の規定により、別紙のとおり報告しま

す。 

令和元年６月３日  提出 

斑鳩町長 中 西 和 夫 

本報告につきましては、地方公営企業法第２６条第１項の規定により建設改良費のう

ち阿波３丁目地内の下水道工事を繰り越しましたことから、その繰越額を報告するもの

でございます。２枚目の繰越計算書をごらんいただきたいと思います。第１款 資本的

支出、第１項  建設改良費 事業名 斑鳩町公共下水道事業（第１４処理分区２１工区

－１工事）、予算計上額でございますが１億１，８５２万３，５２０円、支払義務発生

額は７，１００万円、翌年度繰越額は４，７５２万３，５２０円、その財源の内訳でご

ざいますが、まず国庫補助金といたしまして２，３７６万１，７６０円、起債が２，３

７０万円、その他が６万１，７６０円でございます。なお、不用額及び翌年度繰越額に

係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額はともに０円でございます。  

内容といたしまして、阿波３丁目、目安４丁目地内で実施をいたしております第１４

処理分区２１工区－１工事におきまして、三代川にかかります河川占用協議に日数を要

しましたことから工事期間の延期と共に、予算も繰り越したものでございます。なお、
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当該工事につきましては、令和元年５月１０日に竣工をいたしております。  

以上で、報告第６号 平成３０年度斑鳩町下水道事業会計予算繰越計算書の報告につ

いての説明とさせていただきます。  

ご理解を賜りまして、ご了承いただきますよう、よろしくお願い申しあげます。  

○議長（坂口徹君） 報告が終わりましたので、本案について質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（坂口徹君） これをもって、報告第６号に関する質疑を終結いたします。  

報告第６号 平成３０年度斑鳩町下水道事業会計予算繰越計算書の報告についてを終

わります。  

次に、日程１６．報告第７号  平成３０年度斑鳩町文化振興財団事業報告についてを

議題といたします。  

お諮りいたします。本案については、会議規則第３９条第３項の規定により委員会付

託を省略することにご異議ございませんか。  

 （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（坂口徹君） 異議なしと認めます。  

よって、報告第７号については、委員会付託を省略いたします。  

理事者の報告を求めます。  

   

 それでは、報告第７号  平成３０年度斑鳩町文化振興財団事

業報告につきまして、ご説明申しあげます。  

はじめに、議案書を朗読いたします。  

報告第７号  

平成３０年度斑鳩町文化振興財団事業報告について  

標記について、地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、別紙のとおり報告し

ます。 

令和元年６月３日  提出 

斑鳩町長 中 西 和 夫 

恐れ入りますが、平成３０年度事業報告書、ページ番号の１ページをお願いいたしま

す。 

はじめに、財団の概況であります。上から３つ目の財団の事業ですが、文化振興財団

では、事業を大きく分けて（１）の公益目的事業と（２）の収益事業等の２事業を実施
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しています。（１）の公益目的事業では、まず公１の公演・文化講座事業として、自主

文化事業を１４事業実施し、これらの事業の事業収益は６４８万６，９５８円で、事業

費は１，３４２万１，８９４円となっています。  

次に、公益目的利用に係る貸館事業及びその維持管理である、公２のホール管理・貸

与事業では、事業収益は１，１０４万１，０４２円で、事業費は９，９７８万２，５９

０円となっております。次に、コピーサービス料金や斑鳩町からの指定管理料などの共

通収入を経理する共通では、事業収益のみで８，９４７万６，７４９円となっておりま

す。この結果、公益目的事業の合計は、事業収益が１億７００万４，７４９円で、事業

費は１億１，３２０万４，４８４円となっております。 

次に、(２)の収益事業等でございます。まず販売・営利活動など公益目的利用以外に

係る貸館事業及びその維持管理である、収１のホール管理・貸与事業では、事業収益は

１，１２０万１，３５３円で、事業費は５８５万５，８２２円となっております。 

次に、図書館に係る維持管理費でございます、収２の図書館管理事業では、事業収益

は１，３７９万４，５２７円で、事業費は同額の１，３７９万４，５２７円となってお

ります。ホール全体の管理に必要な委託料、光熱水費等を面積比で按分しており、２２

パーセント分を図書館分として受け入れを行っております。この結果、収益事業等の合

計は事業収益が２，４９９万５，８８０円で、事業費は１，９６５万３４９円となって

おります。これらの事業の実施状況につきましては、事業報告書の３ページから５ペー

ジにかけまして、平成３０年度事業実施状況として、各事業別にその実施内容を、また

６ページから９ページにかけましては、平成３０年度施設使用状況として、大ホールや

小ホール、研修室などの各施設の利用状況等につきましてまとめています。また、収益

と費用につきましては、１３ページから１４ページにかけまして、正味財産増減計算書

と正味財産増減計算書内訳表をもって整理をさせていただいているところでございます。  

恐れ入りますが、尐しお戻りいただきまして、１１ページの貸借対照表をごらんいた

だけますでしょうか。はじめに、資産の部の１．の流動資産、負債の部の１．の流動負

債は、ともに前年度より２６９万３，９１７円減の２，６４１万３，５９５円となって

おります。また資産の部の２．の固定資産では、(１)の基本財産で、前年度と同額の１

億円、(２)のその他固定資産合計は２９７万３，６７６円で、固定資産の合計は１億２

９７万３，６７６円となっております。これに流動資産２，６４１万３，６９５円を加

えた資産合計は１億２，９３８万７，２７１円で、これは貸借対照表の一番下の負債及

び正味財産合計と同額となっております。また１２ページにおきまして、公益目的事業
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会計、収益事業等会計、法人会計と、会計別に区分した貸借対照表内訳表を整理してい

るところでございます。 

１５ページをお願いたします。財務諸表に対する注記であります。この財務諸表に対

する注記では、１５ページから１６ページにかけまして、文化振興財団の重要な会計方

針について、固定資産の減価償却の方法や、消費税等の会計処理、基本財産及び特定資

産の増減額、その残高と財源の内訳等、また固定資産の取得価格、減価償却累計額及び

当期末残高等などを示しているところでございます。  

１８ページをお願いたします。財産目録であります。この財産目録では、平成３１年

３月３１日現在の財産の保有状況を示しております。年度末の正味財産は、表の一番下

の行でございますが、１億２９７万３，６７６円となっており、先ほど１１ページの貸

借対照表の下から２行目の正味財産合計と一致しております。また１９ページ以降につ

きましては、正味財産増減計算書の事業区分別の内訳表となっております。  

最後に、２８ページをお願いいたします。監査報告書ですが、去る４月２５日に実施

されました監査結果につきまして、その報告書を添付しております。  

以上で、報告第７号 平成３０年度斑鳩町文化振興財団事業報告とさせていただきま

す。ご理解を賜りまして、ご了承いただきますよう、よろしくお願い申しあげます。 

○議長（坂口徹君） 報告が終わりましたので、本案について、質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（坂口徹君） これをもって、報告第７号に関する質疑を終結いたします。  

報告第７号 平成３０年度斑鳩町文化振興財団事業報告についてを終わります。  

以上をもちまして、本日の議事日程はすべて終了いたしました。  

明４日、５日は休会、６日は午前９時から一般質問を予定しておりますので、定刻に

ご参集をお願いいたします。  

本日は、これをもって散会いたします。どうもお疲れさまでした。  

 

（午前１０時４７分 散会） 


